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公益財団法人日本野鳥の会について 野鳥も人も地球の仲間

・野鳥をシンボルに、生物多様性保全に取り組む自然保護団体
・会員・支援者数 約5.0万人
・法人会員 約100社
・地域の自然を守る支部（連携団体）：全国に85団体

https://www.wbsj.org/about-us/message/message-contents/message-contents202201/

＜ビジョン2030＞
１．絶滅危惧種の保護と野鳥の生息地保全
２．地域の自然が地域の手で守られる社会

づくり
３．生きものや自然に配慮したエネルギー

シフトの実現
４．自然への理解者の増加
５．自然保護を担う次世代の育成



農地の鳥の話

高川ほか2011. 日本に生息する鳥類の生活史・生態・形態的特性に関するデータベース「JAVIAN Database」. Bird Research 7: R9-R12. 

日本産鳥類の多くの種が農耕地を利用 農地（水田）を利用する絶滅危惧種も多い



基本法の第三条では、「食料供給の各段階において環境に負荷を与えていることから、負荷の低減を図ること
で環境との調和を図る」と書かれている。基本法条文中に「環境への負荷の低減」は10回ほど出てくるが、環

境を向上させるとは書かれていない。しかし、他の産業と異なり、農業は工夫次第で環境、特
に生物多様性を産業内（システム内）で向上させることが可能である。

そこで、基本計画においては、環境、特に生物多様性の向上を目指すことを明記していただきたい。

たとえば、みどりの食料システム戦略では2050年までに全農地の25％、100万haを有機とする目標が示され
ているが、この時、有機農業面積の拡大に留まらず、残りの75％、300万haも含めて、減化学合成農薬、減化

学肥料、慣行農法など有機農業以外の農法における生物多様性向上への関与を同時に進める

べきである。

その結果を農産物や広報媒体によって周知することで、有機農業を含む持続可能な農業に対する国民、農家の
認識も高まると期待される。

提言１ 環境負荷低減を超えて環境の向上を目指すべき



農水省農産局農業環境対策課（2024）有機農業をめぐる事情．https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/attach/pdf/index-128.pdf

提言１ 環境負荷低減を超えて環境の向上を目指すべき
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※2030年，2050年の耕地面積は2012年から2022年の耕地面積の変化率から推定



提言１ 環境負荷低減を超えて環境の向上を目指すべき

野外調査は作付け期間（5月ー8月）
⇒水鳥はサギ類など肉食の種が中心
⇒越冬期の鳥類に対して，できることはある

農水省農産局農業環境対策課（2024）有機農業をめぐる事情．https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/attach/pdf/index-128.pdf
農研機構プレスリリース（（研究成果) 有機・農薬節減栽培と生物多様性の関係を解明）https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/niaes/131974.html



越冬期の鳥類への効果：絶滅危惧種トモエガモの採食ポテンシャルマップ

田尻浩伸未発表資料

25%が湛水田 100%が湛水田

湛水面積が増えると，絶滅危惧種トモエガモが利用する確率が高まる

（電波発信機をもちいた採食地調査と土地利用状況から推測．■：飛来確率80％以上）



今年7月に公開された「食料・農業・農村基本法 改正のポイント」では、「食料自給率その他食料安全保障の
確保に関する事項の目標の達成状況を少なくとも年一回調査・公表し、PDCAを回す新たな仕組みを導入す

る。」と示されている。PDCAサイクルの実施やKPIの設定は、前述の項目だけでなく、生物多様性を含
む環境負荷の低減についても設定するべきである。

提言２ 環境負荷に関するPDCA、KPIも設定すべき

←生物多様性を含む環境負荷
の低減についても設定すべき

農水省（2024）食料・農業・農村基本法 改正のポイント
（https://www.maff.go.jp/tokai/seisaku/kihon/attach/pdf/20240717-1.pdf）



環境負荷低減に向け、今年からクロスコンプライアンスの試行が開始された。特に生物多様性にかかる取り組

みについて、現在の取り組み内容の効果を測定し、課題を抽出、見直しを継続する仕組
みを明記するべきである。

また、その取り組み内容の検討にあたっては自然保護NGOや研究者の意見を取り入れ、より実効性の高いもの
にすべきである。そうすることで、生物多様性の向上のみならず、国民や農家の意識向上や農産物の付加価値
向上も期待できる。

提言３ クロスコンプライアンスの取り組み内容の検討を続けるべき

農水省（2024）食料・農業・農村基本法 改正のポイント（https://www.maff.go.jp/tokai/seisaku/kihon/attach/pdf/20240717-1.pdf）
（チラシ）「みどりチェック」に取り組みましょう！ (PDF : 812KB)（https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/kurokon-41.pdf）

←「適正な防除」の再掲にとどめ
ず，より有効な取り組みを検討，
掲載すべき



Locke H. et al. 2021. A Nature-Positive World: The Global Goal for Nature. (https://www.wbcsd.org/download/file/11960）

農地でネイチャーポジティブを


